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反農薬東京G
【ドリフト】農薬を圃場等に散布した場合、対象外の農作物や生活環境へ、農薬成分が飛散することをいう。

反農薬東京G
【ＡＤＩ】Acceptable Daily Intakeの略。一日摂取許容量でさまざまな毒性試験から得た無毒性量を安全係数で除した値で、人が一生涯にわたり摂取しても健康に影響のない量とされている。

反農薬東京G
【一律基準】ポジティブリスト制度で、残留基準の設定されていない農薬等と食品の組合せに適用される基準で、0.01ppmに策定されている。

反農薬東京G
【登録保留基準】農薬を登録する際の評価基準で、農薬取締法に基づき、環境大臣が設定する。水質汚濁に係る登録保留基準、水産動植物に対する毒性に係る登録保留基準、土壌残留に係る登録保留基準がある。

http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/book6.htm
http://home.e06.itscom.net/chemiweb/ladybugs/jimu/shiryou3.htm
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